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研究成果の概要（和文）： 

本研究では、1986 年税制改革法以降のアメリカ連邦所得税の課税ベースが浸食しているという
現実に着目し、その要因について、政策決定過程と個別政策との二重の意味での歳出入一体化
という視角から分析を行い、以下の知見を得た。第１に、税制の政策決定過程において、1974
年議会予算法によってマクロ予算編成上の財政規律を担保するものとして制度化されたリコン
シリェーションが、1980 年代以降の税制改革立法の主要な手段として駆使されることにより、
課税ベースの取り扱いが財政再建を遂行する上での政治的取引の対象とされることで、課税ベ
ースの浸食が漸次的に進行している実態が明らかとなった。第２に、個別政策分野においては、
課税ベース浸食の量的規模においては、雇用主提供の年金、医療保険に対する所得控除が大き
なシェアを占める一方で、勤労者税額控除、児童税額控除に代表される所得再分配を主たる目
的とした税額控除の拡大と、住宅モーゲイジに対する所得控除や金融資産所得に対する優遇課
税などの投資優遇を目的とした税制改革が、今後対策を講じるべき政策分野として焦点となっ
ている実態が明らかとなった。 
 
研究成果の概要（英文）： 
In this research, we analyzed the erosion of tax base of the U.S. federal income taxation 
after Tax Reform Act of 1986, with the dual taxing and spending integration perspective; 
the integration of policymaking process and the one of various economic and social policies. 
We have gotten the following results: First, in the policymaking perspective, introducing 
the reconciliation process, settled in the Congressional Budget Act of 1974 and activated 
after 1980s, has gone on with the incremental erosion of the tax base. Ironically, 
macro-budgeting framework to strengthen the fiscal norm has encouraged various political 
transaction, and has led to the tax base erosion. Second, in each policy dimension, though 
the deduction for pension and health insurance have been huge, following two tax 
preferences have been the main policy issues: Tax credit for income security, like as EITC, 
and tax preference for investments, like as mortgage deduction and capital gain taxation. 
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１．研究開始当初の背景 
これまでの財政学研究においては、今日の

アメリカ連邦税制改革は、減税により貯蓄・
投資のインセンティブを促し成長産業の創
出を通して経済成長を実現するというサプ
ライサイド減税の継続的深化・展開として位
置づけられてきた。とりわけ、連邦個人所得
税の課税ベースの取り扱いに焦点を絞るな
らば、レーガン政権期から G・W・ブッシュ政
権期に至る一連の税制改革の連続的発展性
はより強調されることになる。近年の税制改
革における課税ベースの再定義は、以下二つ
の文脈で把握されてきた。第１は、グローバ
ル化、経済のストック化が進行する下で所得
税を中軸とした租税体系をいかに改革する
かという論点であり、課税ベースにおいて貯
蓄・投資をどう扱うかということである。第
2 は、所得再分配の現代的あり方に関わる論
点であり、貧困層に対する公的扶助を還付型
税額控除によって代替し、「福祉依存から勤
労へ（from Welfare to Work）」という福祉
財政のあり方に関わる文脈である。この二つ
の流れが、所得税中心主義に依拠した消費課
税原理の導入という、第２期ブッシュ政権に
おける大統領税制改革諮問パネルの報告書
へと収斂・結実していった、というのがアメ
リカ税制改革の発展過程に関する支配的な
理解である。 
総じて、こうした租税論における理念・原

則に着目した研究では、1986 年税制改革法
が所得税中心主義の連邦租税体系の今日的
礎として設定され、その延長線上に 2005 年
大統領税制改革諮問パネルの改革構想が位
置づけられる。他方で、政治学や政策科学の
領域においては、クリントン政権期から G・
W・ブッシュ政権期に至る課税ベースの縮小
傾向は、合目的的な政策理念の現実化という
よりは、多元主義的な政治的取引の帰結であ
るとの評価が支配的である。また、実態面に
おける課税ベースの浸食という事態は、企業
年金財政、医療財政、福祉財政などの個別分
野における租税優遇措置をめぐる研究にお
いても実証されている。 
このように、アメリカ税制改革、とりわけ

課税ベースの取り扱いに関する研究は、租税
理念・原則に依拠した研究と租税体系の実態
に関する研究との間でギャップがある。この
ギャップを埋めるためには、既存の租税論の
枠組みにとどまらず、歳出・予算政策との関
連において、歳出入一体化という見地から税
制改革の展開過程を検討することが必要で
ある。その第 1 の理由は、1986 年税制改革

法以降の租税立法は、そのほとんどが財政再
建という政策課題に規定されて、歳出面の予
算編成過程と一体化した形で立案されてき
ているからである（政策形成面での歳出入一
体化）。第 2 の理由は、課税ベースの取り扱
いは、現実には私的年金・医療保険財政、特
定産業への優遇措置、対貧困者向け福祉財政、
地方財政への支援等、それぞれ独自の政策目
的の下に遂行されており、実態面での租税優
遇措置の有効性を検証するためには、歳出 
政策との関連を踏まえて評価することが

必要だからである（実態面での歳出入一体
化）。 
 
２．研究の目的 
本研究の全体構想は、1986 年税制改革法

以降今日に至るアメリカ連邦税制のうち、個
人所得税の課税ベースを対象とし、これまで
租税論の枠内において検討されてきた既存
研究に対して、政策形成過程と租税体系の実
態との２つの側面における歳出入の一体化
という新たな視角から個々の税制改革立法
を分析することである。本研究は、連邦議会、
行政府の一次資料と政策形成の現場に直接
関わった当局者のヒアリング調査とで分析
対象を検証することにより、所得税中心主義
の現代化として現代アメリカ税制を位置づ
ける理念志向型の研究と、課税ベースの浸食
に代表される租税理念・租税原則からの乖離
を強調する研究との理論的ギャップを埋め、
近年の連邦租税体系の特質および歴史的位
置づけと、今日のアメリカ連邦租税体系の持
続可能性について、リアルな展望を明らかに
することを目的としている。 
より具体的には、本研究の第１の目的は、

歳出入一体化という視角から、課税ベース縮
小の政策形成過程及び実態面でのメカニズ
ムを解明し、伝統的な包括的所得税の現代的
適用として論じられてきた今日のアメリカ
の連邦租税体系に関する理念志向的理解と
比較検証することにより、課税ベースの縮小、
すなわち租税優遇措置拡大の含意を明らか
にしようとする点にある。そのことにより、
所得税を中軸に構想されてきたアメリカ連
邦租税体系の意義と課題、その今日的特質を
明らかにし、将来にわたる租税体系の持続可
能性を展望することが可能となろう。 
本研究の第２の目的は、政策形成過程とそ

の帰結とを区別した形でそれぞれの税制改
革立法の特徴を明らかにしようとする点に
ある。従来の経済政策論においては、政策過
程それ自体がブラックボックスとされ、政権



をはじめとした政策主体の構想や理念とそ
の帰結とが合理論的な過程として描かれる
傾向が支配的であった。一次資料に基づいて
政策形成過程を分析することにより、税制改
革のよりリアルな実態が明らかになるなる
とともに、経済政策分析のより普遍的な方法
論上の発展にも寄与しうるものと考えられ
る。 
 
３．研究の方法 
本研究では、第 1 に、アメリカ連邦所得税

の課税ベースに関わる改革を、 
（Ａ）レーガン政権期（1986 年税制改革法） 
（Ｂ）G・W・H・ブッシュ、クリントン政権

期（1990 年包括予算調整法、1993 年
包括予算調整法、1997 年納税者救済
法）、 

（Ｃ）G・W・ブッシュ政権期、 
（Ｄ）オバマ政権期 
の４つの時期に区分し、個々の税制改革立法
の成立過程を、予算立法との関連において、
一次資料に依拠しながら、以下３つの論点に
即して分析した。 

第１に、連邦議会、政権（大統領府）、財
務省の３つの政策主体が立法の各段階にお
いて掲げた理念や構想の抽出とその合意形
成までのプロセスを解明することである。 

第２に、年金・医療、産業支援、福祉、地
方支援、という個別政策領域からの課税ベー
ス改革の意義を検討することである。 

第３に、各税制改革立法が現実の経済・政
治過程にどのような影響をもたらしたのか、
その帰結と成果の検討である。 
その上で、第 2 に、個々の税制改革立法の

成立過程と、その背景となる政治経済情勢と
を、上記 4つの画期に基づき時系列で比較す
ることにより、レーガン政権期から今日に至
る所得税を中心とした租税体系の変遷を明
らかにし、その特質、歴史的位置、将来への
持続可能性を検証した。 
 研究にあたっては、連邦議会、とりわけ上
院財政委員会、下院歳入委員会の一次資料を
素材としてその分析にあたりつつ、議会、行
政府、大学、シンクタンク等の研究者へのヒ
アリング調査を実施し、実態の解明にあたっ
た。 
 
４．研究成果 
本研究では、1986 年税制改革法以降のアメ

リカ連邦所得税の課税ベースが浸食してい
るという現実に着目し、その要因について、
政策決定過程と個別政策との二重の意味で
の歳出入一体化という視角から分析を行い、
以下の知見を得た。 
第１に、税制の政策決定過程において、

1974 年議会予算法によってマクロ予算編成
上の財政規律を担保するものとして制度化

されたリコンシリェーションが、1980 年代以
降の税制改革立法の主要な手段として駆使
されることにより、課税ベースの取り扱いが
財政再建を遂行する上での政治的取引の対
象とされることで、課税ベースの浸食が漸次
的に進行している実態が明らかとなった。ま
た、こうした傾向は、21 世紀に入り、Ｇ.Ｗ．
ブッシュ政権においてリコンシリェーショ
ンが減税立法の手段として駆使されるにお
よび、いっそう強まっていること、さらには、
現オバマ政権下においても、ブッシュ減税の
期限切れ延長問題を軸として、債務上限引き
上げ問題、いわゆる「財政の崖」等の局面に
おいて、課税ベース浸食の傾向には依然歯止
めがきかない状況が継続していることが明
らかとなった。 
第２に、個別政策分野においては、一方で

課税ベース浸食の量的規模においては、雇用
主提供の年金、医療保険に対する所得控除が
大きなシェアを占めるものの、民間部門の活
動に重きを置いた年金・医療政策を展開して
きたアメリカの福祉国家システムにあって
は、これらの分野における所得控除は不可欠
のシステムとして組み込まれていることか
ら、今後の課税ベース拡大の対象としてこれ
らの分野を俎上に載せることはきわめて困
難であるという実態が明らかとなった。 
他方で、この間進行してきた課税ベースの

浸食において、とりわけ今後の改革の対象と
して注目されるべきは、以下の２つの分野で
あることが明らかとなった。すなわち、第１
に、勤労者税額控除、児童税額控除に代表さ
れる所得再分配を主たる目的とした税額控
除の拡大がそれであり、従来財政支出面で措
置されてきた公的扶助との関係でこれらの
税額控除をいかに位置づけるかが今後の所
得税制の論点となろう。第２は、住宅モーゲ
イジに対する所得控除や金融資産所得に対
する優遇課税などの投資優遇を目的とした
分野であり、この分野における税制改革が、
今後対策を講じるべき政策分野として焦点
となっている実態が明らかとなった。 
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